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参考資料２－６　既存樹木リスト

【参考資料２－６】



参考資料２－７　埋蔵文化財調査範囲

(１）東館設計時の対応
東館の計画・設計にあたり北海道教育委員会 生涯学習推進局文化財・博物館課との協議により、下図緑色着色範
囲が本事業における調査対象範囲となる。
なお、調査内容は計画内容に応じて別途協議が必要となる。

補足：着工可（水色着色部分）において、文化財は確認されていない。

(２）追加協議での確認
（１）に加えて、下記黄色マーキング範囲について追加協議を実施し、計画内容及び隣接する区域の試掘調査結果
より、工事の着手に支障ない旨を回答を得ている。

(３）埋蔵文化財保護のための事前協議（調査）内容
１）建設予定地を20ｍ×20ｍグリッドとし、そのマス内で約1～4㎡を調査掘削（※建築面積の約1％目安）

２）掘削深さは1.5～2ｍ

３）作業は掘削し掘削土を破砕し埋蔵有無を確認（教育庁担当者）し埋戻しし、次のエリアに移動
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参考資料２-10 東館建築確認に関する資料

A 建築基準法　第86条（一団地認定）関連

・ 東館と既存庁舎にそれぞれ仮想敷地を設定し、一敷地一建物とするために認定を申請している。
・ 東館設計当時は、既存庁舎解体に伴い、認定を取り消す想定である。

（配置図）
敷地１（北側） 敷地２（南側）

敷地面積 5,373.60 ㎡ 7,539.37 ㎡

基準建ぺい率 90.00 ％ 90.00 ％

基準容積率 300.00 ％ 300.00 ％

計画建ぺい率 32.47 ％ 33.37 ％

計画容積率 22.25 ％ 173.59 ％

B 建築基準法　第56条の2（既存不適格建物）関連

・ 既存庁舎が日影規制において現行法規に不適合であるため、緩和の許可を受けている。

C 札幌市建築基準法施行条例　第36条第1項に関する認定

・ 敷地西側の車庫出入口が、同項（２）交差点又は曲がり角から5ｍ以内の道路に該当するため、安全対策等を講じ、

認定を取得している。

D 札幌市緑の保全と創出に関する条例関連

・ 建築確認に併せて事前協議が完了しているが、その後休止届を提出している。

E 札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

・ 東館単独で求められる附置義務駐車台数は、一般自動車用62台及び車いす利用者用1台、計63台である。

・ 東館1階の車庫で9台、車庫で17台、計26台を附置義務条例上の駐車台数として届出している。

F 札幌市自転車等駐車場の設置等に関する条例

・ 東館建築確認時は、条例改正前であったため本条例に基づく届出は行っていない。

敷地1

敷地2
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